
芦屋市条例第２７号 

   学校法人の助成に関する条例の一部を改正する条例 

学校法人の助成に関する条例（昭和２７年芦屋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第１条 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第１３２条の規

定により毎年度予算の範囲内において援助することができる。 

第３条 前条の規定は、私立学校法第１５２条第５項の法人に準用

する。 

第１条 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第５９条第１項

の規定により毎年度予算の範囲内において援助することができ

る。 

第３条 前条の規定は、私立学校法第６４条第４項の法人に準用す

る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


